
当該工事の対象は、○印の項目とする。 令和6年4月1日適用

　

0 1 検査指定材料 （約款第13条第2項）

0 2 見本資料指定材料 （共通仕様書第2編第1章第2節第4項）

0 3 資料指定工種 （共通仕様書3-1-1-3第2項）

1 4 段階確認指定工種 （共通仕様書3-1-1-3第6項）

0 5 立会い指定材料及び工種 （約款第14条第1項及び2項）

0 6 中間検査 （共通仕様書1-1-1-23第8項）

1 7 安全管理

1 8

0 9

1 10 使用機械

1 11

0 12

0 13

1 14

1
15

0
16

0
17

18 いしかわ週休２日工事

0
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0
18-2

0
18-3

0
19

0
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21

　作成する書類については、発注者より特別な指示のない限り「石川県土木工事様式」

及び「石川県土木工事施工管理基準」に基づき作成すること。

電子納品・情報共有システムの対象

石 川 県 土 木 工 事 特 記 仕 様 書 〔 共 通 編 〕

施工条件明示

再生資源（利用及び利用促進）計画書及び実績表（共通仕様書1-1-1-19）

廃棄物処理及び清掃に関する法律による管理表(マニフェスト)制度
                                 （共通仕様書1-1-1-19第2項）

コンクリート構造物の品質確保

その他

週休２日工事の対象

工事における創意工夫等の実施状況や総合評価方式における技術提案の
履行状況

建設リサイクル法の対象

自主施工工事の対象

余裕期間制度（フレックス方式）試行工事の対象

ＩＣＴ施工工事の対象

週休２日工事（交替制）の対象

週休２日工事（現場閉所）の対象

ウィークリースタンス等の推進



４　段 階 確 認 指 定 工 種 （共通仕様書3-1-1-3第6項）

ダム・ため池編
 

印 工 種・個 所 項  目 確 認 時 期 摘　　　　　　　要

工事測量 位　　置 設 定 時

床　　掘 基礎検査 完 了 時
ため池においては底刃金、底樋、
斜樋、余水吐を対象とする。

法枠・法面緑化工 土質変化 整形完了時

底樋・斜樋・余水吐 出 来 形 埋戻し前

○ 水門類 〃 工場製作完了時

岩盤清掃 基礎検査 完 了 時
岩盤確認後長期間放置した場合
は、再確認を受けること。

表土はぎ 〃

継目グラウチング設備 出 来 形 設置時、完了時

止 水 板 〃 接合完了時

ボーリングせん孔長 位置及び検尺 設置時、完了時

型枠及び鉄筋 出 来 形 組立て完了時

コンクリート打継処理 〃 コンクリート打設前

各種埋設物 設置状況 〃

仮 設 備 据付け、完了後
セメント貯蔵設備、骨材設備、コン
クリート設備、給水給気設備

（注）確認対象工種は〇印とする。なお、確認頻度の多い場合は、監督員と協議すること。



７ 　安 全 管 理

１　受注者は、安全管理のための自主点検を実施するものとする。

２　自主点検の結果は点検書に記載し、保管するのもとする。

３　受注者は、土石流の到達する恐れのある指定現場において、土石流に対する安全対策と

　して監視員１名を設置し、流域状況の点検及び記録整理を実施するものとする。

４　安全訓練等の実施

　　本工事の施工に際し、現場に則した安全訓練等について、工事着手後原則として作業員

　全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割当て下記の項目から実施内容を選択し、

　安全訓練を実施するものとする。

　（１）　安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

　（２）　この工事内容等の周知徹底

　（３）　工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底

　（４）　この工事における災害対策訓練

　（５）　この工事現場で予想される事故対策

　（６）　その他、安全訓練等として必要な事項

　　また、土石流の到達する恐れのある指定現場については、関係作業員に対して工事着手

　後遅滞なく１回、及びその後６ケ月に１回の避難訓練を実施するものとする。

５　安全訓練等に関する施工計画書の作成

　　施工に先立ち作成する施工計画書に、この工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な

　計画を作成し、監督員に提出するものとする。

６　安全訓練等及び土石流監視報告書の実施状況報告

　　安全訓練等及び土石流監視の実施状況報告をビデオ等、または実施状況報告書に記録し、

　報告するものとする。

７　安全のための適切な臨機の措置

　（１）　気象状況等に関して常時十分な注意を払うこと。

　（２）　作業時に危険を予知した場合等においては、ただちに作業を中止し作業員を安全

　　　　な場所に退避させること。

　（３）　異常箇所の点検・原因の調査等は、二次災害防止のための応急措置を行った後、

　　　　十分注意して行うこと。



 ８ 　施 工 条 件 明 示

  　下記明示項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになる

　ので留意すること。

  　なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、

　乙（受注者）は、遅滞なく甲（発注者）の確認を求めること。

１  関連する別途発注工事あり

ア ： （ ）

該　当 イ ： （ ）

ウ ： （ ）

エ ： （ ）

オ ： （ ）

２　他機関協議による工程条件あり

ア ： （ ）

イ ： （ 年 月 年 月 ）

ウ ： （ ）

エ ： （ ）

３　その他条件 （ ）

ア 着工予定（ 年 月 ）

イ （ № ～ № ）

該　当 ： （ ）撤去予定 （ 年 月 ）

： （ ）撤去予定 （ 年 月 ）

： （ ）伐採予定 （ 年 月 ）

： （ ）撤去予定 （ 年 月 ）

２　その他条件 （ ）

該　当 ア　騒音 イ　振動 ウ　水質 エ　大気 オ　その他 （ ）

必要対策 ： （ ） 井戸等 （ ）

： （ ） その他 （ ）

： （ ）

２　その他条件 （ ）

該　当

　　対策対象物 （ ）

５　夜間作業あり（ ）

６　その他条件 （ ）

２  発破作業制限あり
ア  防護工指定あり
イ  作業時間制限あり

３  交通誘導員　配置人員

※上記交通誘導警備員Ａについては、石川県公安委員会が道路における危険を防止するため
　交通誘導警備が必要と認める区間の工事で、交通誘導警備業務を警備会社に委託する場合
　の交通誘導検定警備員である。

４  土石流発生のおそれがある
　　渓流あり

ア  監視体制の強化が必要
イ  その他  （                          ）

交通誘導警備員Ａ：１日　　名、延べ　　名

交通誘導警備員Ｂ：１日　　名、延べ　　名

そ の 他

工 作 物

立 木

区間

工 場

学 校

病 院

協 議 機 関 名

協 議 内 容

工 事 名

１  施工法の制限あり　(条件及び位置については別紙及び位置図参照)

１  鉄道等の近接作業制限あり
ア  工法制限あり
イ  作業時間制限あり
ウ　列車見張員（配置人員:１日　　名、延べ　　名）

水路の締切等を行う際は営農の支障とならない期間を確認すること。

そ の 他

工 種

期 間 ～

対象物件 建 物

明    示    事    項 制    約    条    件    等

１  補償物件撤去まで着工制限あり

入 札 予 定

制 約 工 種

施工可能工種

明  示  項  目

Ⅰ 工　　程 

Ⅱ 用　　地

Ⅲ 公害対策

Ⅳ 安全対策

○

×

×

×



該　当

４　その他条件 （ ）

該　当

ア　名　称 （ ）

イ　所在地 （ ）

該　当 ウ　引渡し条件（ ）

ア　名　称 （ ）

イ　所在地 （ ）

ウ　引渡し条件（ ）

ア　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（処分施設： ）

イ　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（処分施設： ）

ウ　木くず　（処分施設： ）

エ　その他　（処分施設： ）

４　その他条件 （ ）

１  占用支障物件

該　当 ア  電気（電柱、支線、架空線） 移転日 （ 月 日 ）

イ  電話（地下、電柱、架空線） 移転日 （ 月 日 ）

ウ  水道（本管、給水管） 移転日 （ 月 日 ）

エ  ガス（本管、引込管） 移転日 （ 月 日 ）

オ　その他 （ ） 移転日 （ 月 日 ）

２　その他条件 （ ）

受注者は、下記によらず施工する場合は、監督員と協議すること。

鉄くず処分は協議による

ア  全面占用可

ア  一般交通供用あり

ウ  路面工(工種  簡易舗装(標準横断面図)を参照)

制    約    条    件    等

イ  時間帯制限あり

エ  工事完了後存続    W=　　m  (最低総幅員)

３  仮設道路の設置条件あり

　　標識等の配置位置図等は
　　　共通仕様書1-1-1-34による｡

ア  搬入経路指定あり

明    示    事    項

１  仮設構造物の転用

２  仮設構造物の兼用

３  その他条件

（ ）

（ ）

１　建設発生土

２　補足土

３　産業廃棄物

１  一般道路（搬入路）の使用
　　制限あり

２  一般道路の占用可能

イ  安全施設必要

イ  片側占用可

ウ  時間制限あり

（ ）

明  示  項  目

×

　受注者は、共通仕様書1-1-1-28に基づき、現場着手時に地下埋設物等の事前調査を行うこと

Ⅴ 工事用道路

Ⅵ 仮　設　備

Ⅷ工事支障物件

○

×
Ⅶ 建設発生土,

補足土,
　産業廃棄物

等

×



該　当

該　当

該　当

該　当

（ ）

（ ）

該　当

９　その他条件 （ )

ア　用水・電力等の供給設備　イ　緑化・花壇
ウ　ライトアップ施設　エ　見学路及び椅子の設置
オ　昇降設備の充実　　カ　環境負荷の低減

１　快適トイレを原則設置すること

イ　盗難防止対策（警報機等）

３  営繕関係 ア　現場事務所の快適化

４  地域とのコミュニケーション ア　完成予想図　 イ　工法説明図　 ウ　工事工程表
エ　デザイン工事看板（各工事PR看板含む）
オ　見学会等の開催（イベント等の実施含む）
カ　見学所（インフォメーションセンター）の設置
    及び管理運営
キ　パンフレット・工法説明ビデオ
ク　地域対策費等（地域行事等の経費を含む）
ケ　社会貢献

ウ　デザインボックス（交通誘導警備員待機室）

エ　現場休憩所の快適化

オ　健康関連設備及び厚生施設の充実等

１  現場発生材あり

２　支給材あり

３  工事の使用材料は、石川県エコ・リサイクル認定製品を優先的に使用してください。

４  工事の使用材料は、石川県内で生産された材料・製品を優先的に使用すること。
　　県外産を使用する場合は「様式25-2　県内産品の不採用調書」を提出すること。

７　品質証明の対象工事（共通仕様書第3編3-1-1-5）

５  施工地域・工事場所区分

ア　市街地（DID補正）

イ　一般交通影響有（２車線以上かつ交通量5000台/日以上）

ウ　一般交通影響有（イ以外、常時全面通行止めを含む）

エ　山間僻地及び離島

品名・納入場所

品名・納入場所

６  設計図書の照査
(土木一式3千万円以上,舗装・造園工事1千万円以上,その他工事1.5千万円以上)

８　労務補正（補正内容：　　　　補正工種：　　　　　　　　　　　　）

土木工事設計図書の照査ガイドライン(案)に基づき実
施し、照査項目チェックリストを提出すること。

ⅩⅠ 熱中症補正

○

×

Ⅸ現場環境改善
  (5内容）
   ・率計上分

　・積上分

Ⅹ 快適トイレ 　「快適トイレ実施要領」に基づき実施すること。

「建設現場における遠隔臨場に関する試行要領」に基づき、遠隔臨場を希望する場合は、監
督員と協議すること。

ウ　避暑（熱中症対策※）・防寒対策

× 　※主に現場の施設や設備に対する熱中症対策

明  示  項  目 明    示    事    項 制    約    条    件    等

内容： 費用：

１  仮設備関係

○

ⅩⅢ　そ の 他

　実施内容および実施した場合の変更については、上記要領を参照すること。

２　契約後、監督員へ提案・協議し、快適トイレを設置することができる。

「熱中症対策に資する現場管理費の補正の要領」に基づき、熱中症対策に係る現場管理費の

補正※を希望する場合は、監督員と協議すること。

　※主に作業員個人に対する熱中症対策
　　（塩飴、経口保水液等の飲料水、冷却用品、空調服、熱中症対策キットなど）

２  安全関係 ア　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ
   （電光式標識等）

　 エアコン、冷水機、冷蔵庫、製氷機、送風機、日よけテントなど

イ　労働者宿舎の快適化

ⅩⅡ 遠隔臨場

×



 10 　使 用 機 械

１．

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

一般工事用建設機械
・バックホウ
・トラクタショベル（車輪式）
・ブルドーザ
・発動発電機（可搬式）
・空気圧縮機（可搬式）
・油圧ユニット

・ホイールクレーン

２．

１）施工計画書への記載

　施工計画書の指定機械項目に

①機械名、　②メーカー名、　③形式名、　④台数等を明記すること。

２）工事写真の提出

本工事において、工事の施工にあたり石川県土木工事共通仕様書1-1-1-32第6項の表1-1-
1に示す建設機械を使用する場合は、表1-1-1の下欄に示す建設機械を使用しなければな
らない。

排出ガス対策型建設機械（共通仕様書　表1-1-1)
機　　　種 備　　　考

ディーゼルエンジン(エンジン出力
7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設
機械に限る。

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマ
シーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆
動の油圧ユニットを搭載しているもの。

　油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧
入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオー
ガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュ
レーションドリル、アースドリル、地下連続壁施
工機、全回転型オールケーシング掘削機）
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス対策装置を使用する場合の確認方法等

　施工現場において使用する建設機械が排出ガス対策型対象機械であることを確認でき
る工事写真（指定ラベル等）を撮影し、監督員に提出すること。

ただし、道路運送車両の保安基準に
排出ガス基準が定められている自動
車で、有効な自動車検査証の交付を
受けているものは除く。



 11　廃掃法による管理票（マニフェスト）制度

●電子マニフェストを使用する場合（石川県では、電子マニフェストの導入を推進）

●紙マニフェストを使用する場合

  １  対象となる廃棄物

(１) 燃え殻

(２) 汚泥 ※

(３) 廃油

(４) 廃酸

(５) 廃アルカリ

(６) 廃プラスチック類

(７) 紙くず

(８) 木くず

(９) 繊維くず

(10) 動植物性残渣

(11) ゴムくず

(12) 金属くず

(13) ガラス及び陶磁器くず

(14) 鉱さい

(15) がれき類

(16) 動物のふん尿

(17) 動物の死体

(18) ばいじん

(19)

※　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を
　有する切断機械等により回収し、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき
　適正に処理すること。なお、排水処理費及び運搬費については契約変更の対象と
　する。

産業廃棄物を処分するために処理したもので、(１)～(18)に該
当しないもの

　　　（共通仕様書1-1-1-19第2項）

  建設副産物の適正処理を確認するため、紙マニフェストの処分終了票（Ｅ票）を
完成検査時に提示するものとする。

　この場合、受注者は紙マニフェストにより適正に中間処理業者に搬入されている
ことを確認するとともに発注者にそのＢ２票を提示しなければならない。

　電子マニフェストにより報告した内容を確認出来る書類（受渡確認表など）を提
示するものとする。

　ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ
とが困難な場合は、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとする。

　また、最終処分終了後すみやかにＥ票を提示しなければならない。



14  創意工夫・現場条件への対応・社会性等に関する実施状況

受注者名

創意工夫 施工 施工に伴う機械、器具、工具、装置類

 （軽微な工夫） 二次製品、代替製品の利用

施工方法の工夫

施工環境の改善　

仮設計画の工夫

施工管理、品質管理の工夫

新技術登録技術 登録技術のうち「有効とされる技術」

登録技術のうち「有効とされる技術」以外

石川県新技術認定製品

品質 工作物の品質向上に関する工夫

品質向上のための施工上の工夫

安全衛生 安全施設・仮設備の配慮

安全教育・講習会・パトロールの工夫

作業環境の改善

交通事故防止の工夫

その他

工事特性 構造物の特性 規模が特殊な構造物

　（施工条件への 複雑な形状の構造物

対応） 作業環境 地盤変形、近隣構造物、地下埋設物への影響

社会条件 作業条件、工程等への影響

騒音・振動・水質汚濁等環境対策

作業スペース制約・現道上の交通規制

緊急時の対応

広範囲にわたる施工箇所

自然・地盤条件 湧水、地下水の影響

軟弱地盤、支持地盤の状況

気象条件の影響

地すべり、急流河川、潮流等、動植物等

その他

社会性等 地域への貢献等 周辺環境への配慮

現場環境の地域への調和

地域住民とのコミュニケーション

災害時の支援、協力

ボランティアの実施

注 　創意工夫等、該当する項目の□にレマークを記入し、写真・参考図等により
　実施内容の詳細を任意様式（技術提案の説明資料や写真帳など）で提出すること。

 地域社会や住民に
対する貢献

   受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や現場条件への対応に関する項目、ま
たは地域社会への貢献に関する事項について、工事完了時までに下記の様式により提出することがで
きる。なお、総合評価方式における技術提案事項も、創意工夫等の対象となる。

工 事 名

項 目 内 容 備 考



１４．総合評価方式における技術提案の履行状況
判定

確認方法
受注者と監督
員との協議日

監督員と工事管
理担当職員等と

の協議日

（参考）記入例 １① ▲▲による■■■ ◯ ●●● H29.1.1 H29.1.2 石川 H29.3.3 履行

減点

注 １）総合評価方式における技術提案事項については、履行のための施工方法とその確認方法を施工計画書に記載すること。

２）技術提案事項の履行確認は、監督員との協議により立会または写真などの書類によるものとし、その記録は説明資料として提出すること。

３）本紙は、当初施工計画書に合わせて、監督員に提出すること。

４）「判定」、「受注者と監督員との協議日」、「監督員と工事管理担当職員等との協議日」、「履行の確認者」、「履行の確認日」

　「履行確認」、「特記事項」、「不履行の処理」、「減点」については、受注者での記入は不要。

５）確認方法については、受注者と監督員、監督員と工事管理担当職員等で協議し、決定すること。

６）本紙提出後に、記載事項の変更があれば、受注者から監督員へ本紙を更新して提出すること。

７）受注者の責により入札時の評価内容が満足できない場合は、原則として再施工を行うとともに工事成績評定点を５点減点する。

８）再施工が合理的で無い場合は、工事成績評定点を５点減点するとともに加算点を再計算して修正の契約額を算出し、差額分を受注者へ

    課すこととする。

 履行　　不履行有

技 術 提 案 履 行 確 認 シ ー ト

工 事 名 △△

受 注 者 名 □□

現 場 代 理 人 ☆☆

主 任 ・ 監 理 技 術 者 ☆☆

監 督 員 石川太郎

項　　　目 番号
具体的な

技術提案の内容

施工計画
書への記

載

履行状況の確認方法
履行の
確認者

履行の
確認日

履行
確認

備考

技
術
提
案

特記事項

不履行の処理 再施工の有無　　　　有　　・　　無（再施工が合理的でない場合） 点



添付写真、図

説明資料は、簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

番号
（技術提案）

内容

詳細な内容

項目

説 明 資 料 ( 実 施 状 況 )

工 事 名

受 注 者



21　　その他

　１　ゴム製品等の品質確認等

　受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料（以下、ゴ
ム製品等とする）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定し
た第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者）に
よって作成された品質を証明する書類を提出し、監督員の確認を得るものとする。
　なお、監督員が確認した場合でも、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保
責任が免責されるものではない。



概算数量発注方式の実施に関する特記仕様書 

 

 

本工事は、平面図、標準横断図等により概算数量を算出して積算したものであり、設計数量は

工事計画図書により確定するものとする。 

 

（定義） 

第１条 工事計画図書とは、契約後、受注者が現地調査及び測量を行い、結果を取りまとめた平

面図、縦断面図、横断面図、小構造物図等の図面及び数量計算書をいう。 

 

（実施方法） 

第２条 本工事の実施方法は、次のとおりとする。 

（1）契約後、受発注者で現場立会を行い、設計意図を共有する。 

（2）受注者は、施工に先立ち現地調査及び測量を行い、工事計画図書を作成し、監督員に提出

する。 

（3）工事計画図書に基づき、受発注者協議の上、設計数量を確定する。 

（4）監督員からの設計変更指示に基づき、工事を実施する。 

 

（費用） 

第３条 工事計画図書の作成に要する費用については、共通仮設費の準備費に「工事計画図書作

成費」として積上げ計上している。工事計画図書作成費は、設計変更の対象とする。なお、工

事計画図書の作成に必要な現地調査及び測量については、共通仮設費の率分に含まれるものと

し、別途計上しない。 

 

（その他） 

第４条 受注者は、本工事の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。 



穴水町 概算数量発注方式 実施要領 
 

 （趣旨）  

第１条 本要領は、石川県鳳珠郡穴水町地域整備課が発注する土木工事および農林工事において、積

算業務の簡素化・効率化 を図り、円滑な事業執行を促進することを目的として、概算数量発

注方式により発注する場合 の必要事項を定めるものである。  

 

（用語の定義） 

第２条 本要領において用いる用語の定義は、次のとおりとする。  

（1）概算数量発注方式 

    当初設計において平面図、標準横断図等により概算数量を算出して発注し、契約後、現地を

実測の上、設計数量の確定を行い、設計変更するものをいう。  

（2）工事計画図書 

契約後、受注者が現地調査及び測量を行い、結果を取りまとめた平面図、縦断面図、横断面

図、小構造物図等の図面及び数量計算書をいう。  

 

（適用範囲） 

第３条 適用範囲は、次の条件を全て満たす工事を対象とする。なお、業務委託等により詳細な 設計

図面がある場合及び ICT 活用工事には適用しない。  

（1）構造、形状等が著しく変化しない比較的単純な工事  

（2）現地精査の結果と概算数量とのかい離等により、工事費、工期等に著しい影響を与えない 

工事  

（3）当初設計で詳細数量を算定することが非効率であると考えられる工事 

対象工事例 …舗装工事、小型構造物工事、側溝工事、河床掘削（堆積土砂除去）等 

 

（当初設計書の作成）  

第４条 当初設計書の作成は、次のとおりとする。  

（1）概算数量発注方式で発注する設計書には特記仕様書を添付し、数量が概算であることを明示

する。 

（2）当初設計時の図面等は、下記を標準とする。 

① 位置図 

② 平面図 

③ 標準横断図 

④ 数量表（概算数量の根拠を明示する。「標準横断図の数量×延⾧」で計上してよい。） 

⑤ その他必要な図面等 

（3）共通仮設費の準備費に、次条に示す「工事計画図書作成費」を積上げ計上する。 

 

 



（工事計画図書作成費） 

第５条 受注者が作成する工事計画図書の作成に必要な費用の計上は、次のとおりとする。 

（1）工事計画図書作成費は、共通仮設費の準備費として「土木一般世話役」相当を計上するもの

とし、 当初設計では、想定する図面 1 枚あたり 1.0 人工計上する。計上する際は、設計書

明細の摘要欄に想定枚数を明示すること。 

（2）工事計画図書作成費は設計変更の対象とし、実際に投入された人工（見積り）を変更時に計

上するものとする。 

（3）工事計画図書の作成に必要な現地調査及び測量については、通常行う設計図書の照査の範囲

内であり、共通仮設費率計上分に含まれているため、費用の対象としない。 

 

（工事計画図書の作成） 

第６条 工事計画図書の作成は、次のとおりとする。 

（1）契約後、受発注者で現場立会を行い、発注者の意図を受注者に説明する。その際、参考にな

る資料があれば受注者に貸与する（各種台帳等）。 

（2）受注者は、施工に必要な現地調査及び測量を行い、工事計画図書を作成し、発注者に提出す

る。 

（3）発注者は、工事計画図書の内容をチェックし、問題がある場合は受注者に再提出を求める。  

 

（設計変更） 

第７条 工事計画図書に基づく設計変更については、次のとおりとする。 

（1）設計変更は、穴水町工事契約約款第 19 号、第 30 条に基づき行う。 

（2）発注者は、工事計画図書に基づき工事内容、工事費を確認し、受発注者協議の上、設計数量

を確定する。 

（3）発注者は、設計変更指示書により受注者に施工を指示する。ただし、当該設計変更の内容を

着手前までに契約変更できる場合は、設計変更指示書を必要としない。 

（4）設計変更の理由は、「概算数量発注工事の精査による」とする。この他、特に変更を指示した

事項について明記する。 

（5）工事計画図書作成費を実績により変更する。 

 

（留意事項） 

第８条 工事の実施にあたっては、次の事項に留意すること。 

（1）概算数量発注方式の目的に留意し、大幅な契約変更や安易な工事内容の変更を行わないよう

にするため、発注に先立ち、現地条件を的確に把握し、施工に必要な起終点や計画高などの

設計思想を明確にした上で発注手続きを行うこと。 

（2）概算数量発注方式適用の妥当性について、所内で確認すること。 

（3）具体的な流れは、別紙「概算数量発注のフローチャート」による。 

 

附則 この要領は、令和６年４月 30 日から施行する。 



別紙 概算数量発注のフローチャート
適用範囲の工事である

入札・契約

現場⽴会

現地調査・測量
工事計画図書の作成・提出

工事計画図書のチェック

START

GOAL 精算変更、工事完成

施工

・工事計画図書作成費の計上
・特記仕様書の添付

詳細設計発注NO

平面図、標準横断図等
により設計図書作成

YES

・発注者の意図を理解させる
・受注者の疑問点等を解消する

受注者

発注者

受発注者

・監督員は必要に応じて臨場
・工事内容、工事費の確認

問題なし

問題あり

数量確定・設計変更指⽰書による指⽰
・施工延⻑、実施数量等の指⽰
・概算増減額、延⻑⽇数の明⽰

・変更理由は「概算数量発注工事の精査による」とする
・工事計画図書作成費の実績変更

※ 概算数量発注⽅式適用の
妥当性を所内で確認する

※ 軽微な変更の範囲外となる場合には、
通常通り変更契約⼿続き後に施工すること︕

※ 当該設計変更の内容を
着⼿前までに契約変更
できる場合は指⽰書不要


